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寺
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関
連
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献
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成
立
順
序

岡

本

一

平

一
　
問
題
の
所
在

本
論
文
の
目
的
は
、
浄
影
寺
慧
遠
（
五
二
三
―
五
九
二
）
の
浄
土
思
想

関
連
文
献
の
成
立
順
序
を
推
定
し
、
慧
遠
の
浄
土
思
想
の
形
成
と
展
開

を
考
察
す
る
た
め
の
基
礎
を
築
く
こ
と
に
あ
る
。
古
典
的
な
中
国
浄
土

教
の
研
究
は
、
曇
鸞
（
四
七
六
―
五
四
二
頃
）・
道
綽
（
五
六
二
―

六
四
五
）・
善
導
（
六
一
三
―
六
八
一
）
を
主
流
・
正
統
、
慧
遠
を
傍
流
・

異
端
と
見
做
し
て
き
た
。
そ
の
背
景
に
あ
る
の
は
、
日
本
の
法
然
房
源

空
（
一
一
三
三
―
一
二
一
二
）
の
『
選
択
本
願
念
仏
集
』（
略
称
『
選
択
集
』）

に
依
拠
す
る
思
想
史
観
と
思
わ
れ
る
。
特
に
慧
遠
は
善
導
の
批
判
対
象

と
見
做
さ
れ
て
お
り
、「
偏
依
善
導
一
師
」
と
語
っ
た
法
然
の
立
場
を
遵

守
し
た
結
果
と
言
え
る
。
私
に
は
、
こ
の
よ
う
な
『
選
択
集
』
に
依
拠

す
る
思
想
史
観
を
否
定
す
る
意
図
は
な
い
。
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
思
想

史
観
の
下
で
も
慧
遠
の
浄
土
思
想
に
対
す
る
優
れ
た
研
究
は
多
い
）
1
（

。
し

か
し
、
こ
の
枠
組
み
で
は
慧
遠
の
浄
土
思
想
を
考
え
る
た
め
の
論
点
が

制
約
さ
れ
る
。
と
い
う
の
も
、
こ
の
枠
組
み
に
は
慧
遠
の
思
想
の
全
体

像
の
中
に
、
彼
の
浄
土
思
想
を
位
置
づ
け
る
発
想
が
無
い
か
ら
で
あ
る
。

二
　
仮
説
の
提
示

ま
ず
、
慧
遠
の
浄
土
思
想
関
連
文
献
の
成
立
順
序
に
対
す
る
仮
説
を

提
示
し
た
い
（（
〜
期
）
は
慧
遠
の
注
釈
書
の
成
立
順
序
）
2
（

）。

《
慧
遠
の
浄
土
思
想
関
連
文
献
の
成
立
順
序
の
仮
説
》

（
1
）『
大
乗
義
章
』
巻
第
一
九
「
浄
土
義
」（
第
一
期
と
同
時
期
）

（
2
）『
維
摩
義
記
』（
第
三
期
）、『
無
量
寿
経
義
疏
』（
第
三
期
）

（
3
）『
観
無
量
寿
経
義
疏
』（
第
四
期
）

※『
大
乗
義
章
』「
三
仏
義
」
は
加
筆
の
可
能
性
が
あ
る
の
で
保
留）3
（

こ
の
仮
説
の
内
、
第
三
期
（
文
献
（
2
））
と
第
四
期
（
文
献
（
3
））

の
順
序
は
、
慧
遠
の
注
釈
書
の
成
立
順
序
の
仮
説
を
根
拠
と
す
る
）
4
（

。

従
っ
て
、
新
し
く
提
示
す
る
必
要
の
あ
る
根
拠
は
文
献
（
1
）、
そ
し

て
文
献
（
2
）
に
含
め
た
二
種
の
作
品
の
順
序
で
あ
る
。
ま
ず
「
浄
土

義
」
の
成
立
順
序
の
根
拠
は
、『
勝
鬘
義
記
』（
第
一
期
a
）
に
『
別
章
』

と
し
て
言
及
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
あ
る
）
5
（

。
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﹇
1
﹈
下
記
依
果
。
果
謂
浄
土
。
浄
土
之
義
、
広
如
別
章
。
此
応
具
論
。
然
土
有

三
。
一
法
性
土
。
…
二
実
報
土
。
…
三
円
応
土
。
…
今
此
所
記
、
是
其
応
土
。

（『
勝
鬘
義
記
』
上
、
新
纂
続
蔵
一
九
、
八
七
〇
中
下
）

『
勝
鬘
経
』
で
は
、
勝
鬘
夫
人
が
未
来
に
「
普
光
如
来
」
に
成
り
、

そ
の
暁
に
住
居
す
る
仏
国
土
（
無
名
）
が
存
在
す
る
と
授
記
さ
れ
る
。

慧
遠
は
、
こ
の
仏
国
土
＝
浄
土
の
授
記
を
「
記
依
果
」（
依
報
の
果
を
授

記
す
る
）
と
表
現
し
て
い
る
。﹇
1
﹈
に
よ
れ
ば
、
そ
の
国
土
は
、
三
土

の
う
ち
「
応
土
」（
＝「
円
応
土
」）
で
あ
る
。
ま
た
、
浄
土
の
広
義
の
内

容
を
『
別
章
』
に
譲
っ
て
い
る
が
、
こ
の
『
別
章
』
は
「
浄
土
義
」
と

見
做
し
て
良
い
だ
ろ
う
。﹇
1
﹈
の
三
土
説
（
法
性
土
、
実
報
土
、
円
応

土
）
は
「
浄
土
義
」
に
確
認
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
三
土

説
は
『
十
地
義
記
』（
第
一
期
b
）
に
少
し
異
な
っ
た
形
で
確
認
さ
れ
）
6
（

、

他
の
著
作
に
は
存
在
し
な
い
。
こ
の
こ
と
か
ら
、「
浄
土
義
」
は
、
第

一
期
の
著
作
と
殆
ど
同
時
期
に
成
立
し
た
と
言
え
る
。﹇
1
﹈
に
よ
れ

ば
、「
浄
土
義
」
の
撰
述
目
的
は
、
当
時
流
行
し
て
い
た
経
典
中
の
仏

国
土
を
整
理
す
る
こ
と
に
あ
り
、
極
楽
に
特
化
し
た
も
の
で
は
な
い
。

因
み
に
『
勝
鬘
義
記
』
の
成
立
の
目
安
は
、
東
魏
末
の
五
四
九
年
、
撰

述
地
は
鄴
、
慧
遠
二
七
歳
で
あ
る
）
7
（

。
た
だ
し
、
内
容
が
詳
し
い
現
行

「
浄
土
義
」
は
『
勝
鬘
義
記
』
よ
り
も
少
し
遅
い
成
立
と
思
わ
れ
る
。

次
に
『
維
摩
義
記
』
と
『
大
経
義
疏
』
の
順
序
を
推
定
し
た
い
。
両
文

献
は
成
立
時
期
が
近
接
し
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
注
釈
の
方
法
も
類
似

し
て
い
る
。
そ
れ
は
〝
法
身
・
浄
土
の
因
果
〞
と
い
う
概
念
に
よ
り
、

経
典
を
注
釈
す
る
こ
と
で
あ
る
。『
維
摩
義
記
』
に
よ
れ
ば
、
慧
遠
は

『
維
摩
経
』
の
宗
（
根
本
的
立
場
）
を
「
不
思
議
解
脱
」
と
理
解
し
た
上

で
、
そ
こ
に
含
ま
れ
る
法
を
「
理
法
」＝「
真
如
」
と
、「
行
法
」＝「
因

果
」
の
二
種
に
区
別
す
る
。
こ
の
内
、
慧
遠
は
「
行
法
」＝「
因
果
」
を

〝
法
身
・
浄
土
の
因
果
〞
と
規
定
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
『
維
摩
経
』
の

全
三
会
（
一
菴
羅
会
、
二
維
摩
室
、
三
重
会
菴
羅
）
を
解
釈
し
て
い
る
）
8
（

。

﹇
2
﹈
行
謂
因
果
。
因
謂
法
身
・
浄
土
之
因
、
果
謂
法
身
・
浄
土
之
果
。
故
下

文
中
具
以
顕
之
。
顕
相
如
何
。
人
多
麁
判
。
初
之
二
会
、
偏
明
如
来
浄
土
因

果
。
第
三
会
中
、
偏
明
如
来
法
身
因
果
。（
大
正
三
八
、
四
四
二
下
一
六
―

一
九
）

﹇
2
﹈
に
よ
れ
ば
、
大
雑
把
な
判
定
で
は
、『
維
摩
経
』
初
二
会
（
菴

羅
会
、
維
摩
室
）
は
「
如
来
浄
土
因
果
」、
第
三
会
（
重
会
菴
羅
）
は
「
如

来
法
身
因
果
」
を
説
示
す
る
。『
維
摩
経
』
を
「
浄
土
因
果
」
と
「
法

身
因
果
」
の
観
点
か
ら
解
釈
す
る
こ
と
は
、
吉
蔵
（
五
四
九
―
六
二
三
）

の
「
維
摩
経
疏
）
9
（

」、
智
顗
（
五
三
八
―
五
九
七
）
の
『
維
摩
経
玄
疏
）
10
（

』
に

も
共
通
す
る
。『
維
摩
経
』
全
体
を
「
浄
土
思
想
関
連
文
献
」
と
見
做

す
注
釈
ス
タ
イ
ル
は
、
慧
遠
を
嚆
矢
と
す
る
よ
う
で
あ
る
）
11
（

。『
大
経
義

疏
』
に
よ
れ
ば
、
慧
遠
は
『
無
量
寿
経
』
の
宗
を
「
無
量
寿
仏
の
所
行

（
修
行
）
と
所
成
（
完
成
）
と
所
摂
化
（
救
済
）」
と
理
解
す
る
。

﹇
3
﹈
此
経
宗
顕
無
量
寿
仏
所
行
、
所
成
、
及
所
摂
化
。（
大
正
三
七
、
九
一
中

一
四
―
一
五
）
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﹇
4
﹈
此
経
宣
説
無
量
寿
仏
所
行
、
所
成
、
及
所
摂
化
。
言
所
行
者
、
宣
説
彼

仏
本
所
起
願
、
本
所
修
行
。
言
所
成
者
、
説
今
所
成
法
身
・
浄
土
二
種
之
果
。

言
所
摂
者
、
普
摂
十
方
有
縁
衆
生
、
同
往
彼
国
。
道
法
化
益
。
名
為
所
摂
。
又

今
一
切
諸
菩
薩
等
、
学
其
所
行
、
得
彼
所
成
、
同
其
所
摂
。
名
所
攝
矣
。（
同

右
、
九
一
下
一
七
―
二
三
）

﹇
5
﹈
所
為
有
三
。
一
是
所
行
。
二
是
所
成
。
三
是
所
摂
。「
我
当
修
行
」、
是

其
初
門
。
修
業
法
身
・
浄
土
之
因
。（
同
右
、
一
〇
二
下
七
―
九
）

こ
の
内
「
所
行
」
が
「
法
身
・
浄
土
之
因
」、「
所
成
」
が
「
法
身
・

浄
土
之
果
」
で
あ
る
。
こ
の
他
に
も
、『
大
経
義
疏
』
は
無
量
寿
仏
の

四
十
八
願
を
、「
摂
法
身
願
」（
第
一
二
、
第
一
三
、
第
一
七
願
）、「
摂
浄

土
願
」（
第
三
一
、
第
三
二
願
）、「
摂
衆
生
願
」（
他
の
四
三
種
の
願
）
の
三

種
の
願
に
整
理
す
る
）
12
（

。〝
法
身
・
浄
土
の
因
果
〞
と
い
う
概
念
は
『
維

摩
義
記
』
と
『
大
経
義
疏
』
だ
け
に
共
通
し
、
こ
れ
を
受
け
て
第
四
期

『
観
経
義
疏
』
が
撰
述
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
。『
維
摩
義
記
』
と
『
大
経
義

疏
』
の
成
立
順
序
は
、
現
在
も
決
定
的
な
根
拠
は
見
出
せ
な
い
。
た
だ

し
、
そ
の
成
立
時
期
を
推
定
す
る
根
拠
は
あ
る
。
そ
れ
は
、『
維
摩
義

記
』『
大
経
義
疏
』『
観
経
義
疏
』
の
三
疏
に
だ
け
に
五
濁
の
解
説
が
あ

り
、
こ
の
う
ち
劫
濁
の
説
明
に
「
飢
饉
・
疫
病
・
刀
兵
〔
競
起
〕」
と

い
う
句
が
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
僅
か
六
句
は
、
那
連

提
耶
舎
訳
『
大
集
経
』「
須
弥
蔵
分
第
一
五
」
中
「
陀
羅
尼
品
」（
略
称

『
須
弥
蔵
経
』、
五
五
八
年
訳or

五
五
〇
年
訳
）
13
（

）
だ
け
に
見
ら
れ
る
。

﹇
6
﹈
彼
等
一
切
於
悪
刹
利
王
起
瞋
怒
心
、
令
彼
国
土
闘
諍
・
飢
饉
・
疫
病
・

刀
兵
・
競
起
、
乃
至
五
穀
、
薬
味
悉
皆
損
壊
。（『
須
弥
蔵
経
』「
陀
羅
尼
品
第

四
」
大
正
一
三
、
三
九
〇
上
八
―
一
〇
）

﹇
7
﹈
五
曰
劫
濁
。
所
謂
飢
饉
・
疫
病
・
刀
兵
。（『
維
摩
義
記
』
大
正
三
八
、

四
五
九
下
一
六
―
一
七
）

﹇
8
﹈
五
者
劫
濁
。
飢
饉
・
疫
病
・
刀
兵
・
競
起
。（『
大
経
義
疏
』
大
正
三
七
、

九
五
下
二
三
）

﹇
9
﹈
五
者
劫
濁
。
所
謂
飢
饉
・
疫
病
・
刀
兵
。（『
観
経
義
疏
』
大
正
三
七
、

一
七
九
中
一
―
二
）

『
須
弥
蔵
経
』
の
訳
出
年
代
を
根
拠
に
す
れ
ば
、
上
記
三
疏
の
成
立

年
代
の
上
限
は
、
北
斉
の
保
定
九
年
（
五
五
八
年
）
で
あ
る
（
慧
遠
三
五

歳
以
後
）。
た
だ
し
、『
続
高
僧
伝
』「
慧
遠
伝
」
に
よ
れ
ば
、
承
光
二
年

（
五
七
八
）
の
春
、
北
斉
の
破
仏
の
直
後
に
、
三
年
間
『
法
華
経
』
と

『
維
摩
経
』
を
、
そ
れ
ぞ
れ
一
千
遍
読
誦
し
た
と
伝
え
て
い
る
）
14
（

。
こ
の

記
事
に
よ
っ
て
、
現
時
点
で
は
、
第
三
期
の
著
作
の
成
立
は
、
五
七
八

年
以
降
を
目
安
と
し
て
お
き
た
い
）
15
（

（
慧
遠
、
五
六
歳
以
後
）。

三
　
正
像
末
史
観
に
つ
い
て

正
像
末
史
観
の
現
存
初
出
は
、
南
岳
慧
思
（
五
一
五
―
五
七
七
）
の

『
立
誓
願
文
』（
五
五
八
年
）
と
さ
れ
て
い
る
）
16
（

。
慧
思
と
同
様
に
慧
遠
も

正
法
五
百
年
・
像
法
千
年
・
末
法
万
年
説
を
採
用
す
る
。

﹇
10
﹈
釈
迦
正
法
有
五
百
歳
、
像
法
千
載
、
末
法
万
年
。（『
勝
鬘
義
記
』
下
巻
、

新
纂
続
蔵
一
九
、
八
九
七
上
）
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﹇
11
﹈
釈
迦
正
法
有
五
百
年
、
像
法
千
歳
、
末
法
万
歳
。（『
大
経
義
疏
』
大
正

三
七
、
一
一
六
上
）

﹇
12
﹈「
能
令
像
法
実
義
熾
」
者
、
謂
、
像
法
時
能
令
正
法
実
義
熾
也
。
雖
於
像

時
流
正
不
息
。
故
曰
「
像
法
実
義
熾
」
然
。「
能
令
正
法
永
不
滅
」
者
、
謂
、

末
法
時
能
令
正
法
不
滅
尽
也
。
雖
在
末
時
伝
正
不
改
。
故
不
滅
尽
。 

 

 
（『
地
持
論
義
記
』
巻
五
下
、
新
纂
続
蔵
三
九
、
二
四
〇
中
）

こ
の
内
、
最
初
期
の
著
作
は
『
勝
鬘
義
記
』（
推
定
：
第
一
期
a
）
で

あ
り
、『
勝
鬘
義
記
』
の
成
立
時
期
か
ら
、
こ
の
学
説
の
起
源
は
、

五
四
九
年
頃
の
東
魏
末
・
北
斉
初
の
鄴
に
遡
及
さ
れ
る
か
も
し
れ
な

い
。
ま
た
『
勝
鬘
義
記
』
は
『
立
誓
願
文
』
に
先
行
す
る
だ
ろ
う
。
さ

ら
に
、
正
像
末
史
観
と
『
大
集
経
』「
月
蔵
分
」
の
訳
出
（
五
六
六
年
）

は
無
関
係
で
あ
る
。『
勝
鬘
義
記
』
の
成
立
を
、
五
六
六
年
以
後
に
遅

ら
せ
る
根
拠
が
見
当
た
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
正
像
末
史
観
と
浄

土
思
想
の
関
係
性
も
、
本
来
は
必
然
的
な
も
の
で
は
な
い
。
と
い
う
の

も
、
慧
遠
が
『
勝
鬘
義
記
』
と
『
大
経
義
疏
』
で
、
正
像
末
史
観
を
提

示
す
る
理
由
は
、
こ
の
二
経
の
末
尾
に
法
を
留
め
る
と
い
う
記
述

（「
法
住
」or

「
特
留
此
経
」）
が
あ
る
か
ら
で
あ
り
）
17
（

、
そ
れ
は
浄
土
思
想
に

固
有
の
問
題
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

四
　
結
論

①
慧
遠
の
浄
土
思
想
関
連
文
献
の
成
立
順
序
は
、
上
記
の
よ
う
に
⑴

⑵
⑶
の
順
序
と
想
定
で
き
る
。
②『
大
乗
義
章
』「
浄
土
義
」
の
三
土

説
は
、
慧
遠
の
初
期
の
仏
国
土
論
で
あ
る
。
③
⑵
に
分
類
し
た
『
維
摩

義
記
』
と
『
大
経
義
疏
』
は
〝
法
身
・
浄
土
の
因
果
〞
の
観
点
か
ら
経

典
を
解
釈
す
る
の
で
、
成
立
時
期
だ
け
で
な
く
、
内
容
上
も
共
通
性
が

あ
る
。
④
慧
遠
の
第
三
期
の
中
心
テ
ー
マ
は
浄
土
思
想
で
あ
り
、
第
四

期
の
『
観
経
義
疏
』
に
至
る
ま
で
徐
々
に
阿
弥
陀
仏
に
関
心
を
深
め

る
。
⑤
慧
遠
の
正
像
末
史
観
の
初
出
は
『
勝
鬘
義
記
』
で
あ
り
、
こ
れ

は
こ
の
史
観
の
現
存
最
古
の
典
拠
と
推
定
さ
れ
る
。
私
に
と
っ
て
最
も

意
外
な
結
論
は
④
で
あ
る
。
特
に
『
大
経
義
疏
』
と
『
観
経
義
疏
』
に

は
、
慧
遠
の
特
徴
で
あ
る
識
論
の
用
語
が
皆
無
で
あ
り
、
注
釈
書
だ
け

読
む
と
、
彼
は
徐
々
に
識
論
に
対
す
る
関
心
を
喪
失
し
た
と
い
う
印
象

を
与
え
る
。『
大
乗
義
章
』「
八
識
義
」
の
晩
年
成
立
説
（
長
安
時
代
）

と
の
整
合
性
を
ど
の
よ
う
に
取
る
の
か
。
難
問
で
あ
る
。

1
　「
地
論
宗
・
浄
影
寺
慧
遠
研
究
文
献
一
覧
」（
金
剛
大
学
仏
教
仏
化
研
究

所
編
『
地
論
宗
の
研
究
』
国
書
刊
行
会
、
二
〇
一
六
）
参
照
。

2
　
拙
稿
「
浄
影
寺
慧
遠
の
二
蔵
説
の
形
成
―
―
達
摩
鬱
多
羅
「
釈
教
迹

義
」
と
慧
遠
の
『
勝
鬘
義
記
』
―
―
」（『
東
洋
学
研
究
』
第
五
四
号
、

二
〇
一
七
）
一
九
頁
参
照
。

3
　『
別
章
』
と
し
て
「
三
仏
義
」
に
言
及
す
る
最
初
期
の
用
例
は
、『
十
地

義
記
』（
新
纂
続
蔵
四
五
、
九
五
中
。
第
一
期
b
）。
た
だ
し
「
三
仏
義
」

中
の
「
開
応
合
真
」
の
三
身
説
は
、
真
諦
訳
『
金
光
明
経
』「
三
身
分
別

品
」
を
根
拠
と
す
る
の
で
、『
涅
槃
義
記
』
の
執
筆
の
頃
に
加
筆
さ
れ
た

可
能
性
を
残
す
。
拙
稿
「『
大
乗
義
章
』
と
真
諦
訳
書
」（『
印
仏
研
』
第
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浄
影
寺
慧
遠
に
お
け
る
浄
土
思
想
関
連
文
献
の
成
立
順
序
（
岡

本
）

六
三
巻
第
二
号
、
二
〇
一
五
）
参
照
。

4
　
拙
稿
「
浄
影
寺
慧
遠
の
著
作
の
前
後
関
係
に
関
す
る
試
論
」（『
地
論
思

想
の
形
成
と
変
容
』
国
書
刊
行
会
、
二
〇
一
〇
）
参
照
。

5
　﹇

1
﹈「
広
如
別
章
。
此
応
具
論
」
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
浄
影
寺
慧
遠

の
『
別
章
』
に
つ
い
て
」（
前
掲
注
1
書
）
参
照
。

6
　
敦
煌
出
土
文
献
『
融
即
相
無
相
論
』「
浄
土
論
第
九
」（B

D
05755

、
青

木
隆
他
校
訂
『
蔵
外
地
論
宗
文
献
集
成
』
所
収
、C

IR

、
二
〇
一
二
）
に
、

報
土
・
応
土
・
円
寂
土
の
三
土
説
が
あ
る
（
四
一
一
頁
）。

7
　
拙
稿
「
浄
影
寺
慧
遠
に
お
け
る
初
期
の
識
論
」（
前
掲
注
1
書
）

五
三
六
頁
参
照
。

8
　﹇

2
﹈
に
つ
い
て
は
、
菅
野
博
史
『
南
北
朝
・
隋
代
の
中
国
仏
教
思
想

研
究
』（
大
蔵
出
版
、
二
〇
一
二
）、
二
八
五
頁
参
照
。

9
　『
浄
名
玄
論
』
と
『
維
摩
経
義
疏
』
は
「
法
身
因
果
」
と
「
浄
土
因
果
」、

『
維
摩
経
略
疏
』
は
「
浄
土
因
果
」
だ
け
。
平
井
俊
榮
氏
の
吉
蔵
の
「
維

摩
経
疏
」
四
部
の
成
立
順
序
（『
浄
名
玄
論
』↓『
維
摩
経
略
疏
』↓『
維
摩

経
義
疏
』↓『
維
摩
経
遊
意
』）、
及
び
、
そ
の
後
の
議
論
に
つ
い
て
は
、
奥

野
光
賢
「
吉
蔵
撰
『
維
摩
経
遊
意
』
に
つ
い
て
―
―
そ
の
割
注
を
め
ぐ
っ

て
―
―
」（『
駒
澤
短
期
大
学
仏
教
論
集
』
第
二
号
、
一
九
九
六
）
一
一
一

頁
注
2
参
照
。
私
は
「
法
身
因
果
」
を
欠
く
『
維
摩
経
略
疏
』
が
二
番
目

で
あ
る
こ
と
が
気
に
な
る
。

10
　『
維
摩
玄
疏
』
は
「
仏
国
因
果
」
だ
け
。
最
新
の
研
究
と
し
て
、
山
口

弘
江
『
天
台
維
摩
経
疏
の
研
究
』（
国
書
刊
行
会
、
二
〇
一
七
）
二
四
四

―
二
五
一
頁
、
二
七
二
頁
注
42
参
照
。

11
　
敦
煌
出
土
の
「
維
摩
経
疏
」
中
、『
維
摩
義
記
』
と
関
連
性
の
高
い
文

献
は
、『
維
摩
経
疏
』（
大
正
八
五
、
三
六
五
上
一
―
三
、
二
七
七
一
番
、

擬
題
）、『
維
摩
経
疏
』
巻
第
六
（
大
正
八
五
、
三
九
九
上
五
、
二
七
七
二

番
、P.2040

）
で
あ
る
。
前
書
は
「
浄
土
因
果
」
と
「
法
身
因
果
」、
後
書

は
「
浄
土
因
果
」
の
語
を
使
用
す
る
。

12
　『
大
経
義
疏
』（
大
正
三
七
、
一
〇
三
中
七
―
一
三
）。

13
　
那
連
提
耶
舎
訳
『
須
弥
蔵
経
』
の
訳
出
年
代
は
、『
歴
代
三
宝
紀
』
巻

第
九
（
大
正
四
九
、
八
七
中
下
一
）
の
天
保
九
年
（
五
五
八
）
の
天
平

寺
、『
貞
元
新
定
釈
教
目
録
』
巻
第
九
（
大
正
五
五
、
八
四
二
上
一
七
）

の
天
保
元
年
（
五
五
〇
）
の
天
平
寺
（
異
本
は
天
保
九
年
）
で
あ
る
。

14
　『
続
高
僧
伝
』（
大
正
五
〇
、
四
九
〇
下
二
九
―
四
九
一
上
二
）。

15
　
平
井
宥
慶
氏
は
、
こ
の
五
七
八
年
を
絶
対
視
す
る
が
、
あ
く
ま
で
も
目

安
以
上
の
根
拠
と
は
な
ら
な
い
。
平
井
宥
慶
「
敦
煌
本
・
南
北
朝
期
維
摩

経
疏
の
系
譜
」（『
印
仏
研
』
第
三
〇
巻
第
二
号
、
一
九
八
二
）
二
六
五
頁
。

16
　
佐
藤
成
順
「『
立
誓
願
文
』
の
末
法
思
想
」（『
浄
土
文
化
研
究
』
第

二
三
号
、
一
九
七
七
）
参
照
。

17
　『
勝
鬘
経
』（
大
正
一
二
、
二
二
三
中
一
〇
―
一
一
）、『
無
量
寿
経
』（
大

正
一
二
、
二
七
九
上
一
一
―
一
二
）。

〈
キ
ー
ワ
ー
ド
〉
浄
影
寺
慧
遠
、
維
摩
義
記
、
無
量
寿
経
義
疏
、
観
無
量
寿

経
義
疏
、
法
身
因
果
、
浄
土
因
果
、
正
像
末
史
観

（
東
洋
大
学
東
洋
学
研
究
所
　
客
員
研
究
員
）
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